
☆　申請までに、個別相談は随時受け付け致します。

　

　

6月14日（月） 《申請（仮）・仮受理》

☆　申請書、申請に必要な関係書類（１）～（７）および評価者養成講習関係書類をご提出下さい。
☆　評価者養成講習には、評価活動可能な方を３名一組でご推薦下さい。
☆　個人別の講習申込書は評価機関でとりまとめ、推薦書、申請書類と併せて申請時にご提出ください。
☆　講習の申し込み数が多かった場合、抽選とさせていただきます。

7月2日（金）

　

　７月下旬
　９月上旬

～申請書類の予備的審査を行います～

８月下旬～１０月上旬

☆　評価者養成講習修了後に、評価実習が必須となります。
☆　評価者養成講習および評価実習を修了後、評価者養成講習修了証が発行されます。

《本申請・受理》

☆　評価機関の申請には、当該評価機関を主たる所属とする評価者が３名以上所属する必要があります。　
☆　申請に必要な残りの関係書類をご提出下さい。

《書類審査》

　　９月及び　冬頃開催予定 ☆　認証基準のうち一部の要件について、認証・公表委員会で調査・審議を行ないます。　

☆　評価者養成講習修了証が発行され次第、当該評価機関に所属する評価者の名簿（所属評価者名簿）
を

ご提出ください

 申請開始

　   認　証   不 認 証

認証・公表委員会

　通知発送   通知発送

評価機関申請書類・評価者養成講習募集案内の配
布

評価者養成講習修了者番号が記載さ
れた所属評価者名簿、その他申請に必
要な書類を機構へ提出

 　　　　　　　　　　　申請締め切り
　（評価者養成講習募集
　　　　　　<第２次募集分・３期～４期>も締切
り）

評価者養成講習（第2次募集分）
個人申込書のとりまとめ、推薦書
とあわせて提出

評価機関の申請から認証までの流れ

評価者養成講習募集
案内を配布

評価機関申請書類を
配布

第３期～第４期
評価者養成講習

　　修了証発行

第２次募集受講生
コース決定・発送

評　価　実　習


